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№ 区域線 
Ａ (都) 第二阪和国道又は(都) 国道 26 号線

からの 50ｍの後退線 
Ｂ (都) 第二阪和国道又は(都) 国道 26 号線

からの 50ｍの後退線 
Ｃ 大阪臨海線道路端 
 

（Ａ） 

国
道
２
６
号(

第
二
阪
和
国
道)

沿
道
区
域 

貝塚市 

（Ｂ） 

大阪湾岸区域 

（Ｃ） 


